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豊田市立岩倉小学校ほか９校体育館・武道場空調設備整備事業売買契約書（案） 
 
 

豊田市（以下「甲」という。）と○○○○○○○○○○○（以下「乙」という。）は、次
のとおり売買契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

なお、本契約は、令和６年○○月○○日に乙（グループの場合は「乙を含む事業者」）と
の間で締結された豊田市立岩倉小学校ほか９校体育館・武道場空調設備整備事業基本協定
書（以下「基本協定」という。）に基づくものとする。 
 
１ 売買契約額  金 ○，○○○，○○○，○○○円（消費税及び地方消費税を含む。） 
２ 引渡期限  令和７年６月３０日 
３ 本契約において売買の対象となる空調設備は、次のとおりとする。 
（１） 場 所 愛知県豊田市 岩倉町ほか 地内 
（２） 設 置 数 １０校１１施設「別表１①・② 対象一覧」 
（３） そ の 他 附帯設備等 
 
（総則） 
第１条 乙は、基本協定に基づき、市内の小中学校１０校１１施設に空調設備を整備し、

引渡期限までに甲に引き渡すものとする。 
２ 甲は、乙が完成させた空調設備の買取検査を行い、売買契約額を支払うものとする。 
 
（権利義務の譲渡等） 
第２条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りでない。 
 
（引渡期限の変更） 
第３条 乙は、不可抗力又は法令変更等により引渡期限までの引渡しが困難な場合、甲に

対して引渡期限の変更を請求することができる。 
２ 甲は、前項による変更請求があった場合、変更がやむを得ない場合には引渡期限の変

更を認めるものとする。 
３ 前項による引渡期限の変更を事由とする売買契約額の変更は行わない。 
 
（法令変更等による売買契約額の変更） 
第４条 甲又は乙は、本契約の締結の日から買取検査の日までの間に、法令変更による費

用の増減が生じた場合又は生じることが確実である場合、若しくは日本国内における賃
金水準又は物価水準の変動により売買契約額の変更を請求することができる。 
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２ 前項の請求により、売買契約額の変更が必要となった場合には、甲及び乙が協議して、
その変更契約額を定めるものとする。 

 
（売買契約額の変更期限） 
第５条 前条による売買契約額の変更の請求は、買取検査の前までに行うものとする。 
 
（買取検査の実施） 
第６条 乙は、空調設備が完成したときは、対象校ごとに甲に買取検査の実施を請求しな

ければならない。 
２ 乙は、次の各号に定める書類を添えて前項の請求を行うものとする。 
（１）設計図書（変更があった場合は、変更後の設計図書とする。） 
（２）機器使用のための必要書類 
（３）乙が実施した完了検査及び機器等の試運転の結果報告書 
（４）その他の検査結果に関する書面の写し 
３ 甲は、第１項の請求を受けたときは、請求を受けた日から起算して１０日以内に乙の

立会の上、買取検査を実施し、すべての対象校が別に定める買取検査基準に適合すると
きは、乙に対して買取検査合格通知書を交付しなければならない。 

４ 甲は、前項の買取検査合格通知書が交付できない場合は、乙にその理由を示して、空
調設備の改善を求めることができる。 

５ 乙は、前項による甲の改善の求めに疑義等があるときは、甲に協議を申し入れること
ができる。この申し入れは甲の改善の求めがあった日から２日以内に行わなければなら
ない。 

６ 甲は、前項による協議の結果、乙の申し入れが合理的であると認められる場合は、改
善の求めを修正又は撤回しなければならない。 

７ 乙は、前項により撤回された場合を除き、甲から第４項の改善の求めがあった場合は、
速やかに改善を行い、甲の買取検査を受けなければならない。この場合において、第２
項の設計図書については、修正等を行うものとする。 

 
（空調設備の引渡し） 
第７条 乙は、前条による買取検査合格通知書を受け取った後、７日以内に空調設備を甲

に引き渡さなければならない。ただし、引渡時期の詳細については、国庫補助金の交付
決定を踏まえ別途協議とする。 

２ 乙は、前項による引渡しに当たって、甲に対し引渡書を提出し、甲はそれを受領した
後、乙に対し受領書を発行するものとする。 

 
（売買契約額の支払い） 
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第８条 乙は、前条第２項の規定による甲の受領書の発行後、支払請求書を甲に提出する
ものとする。 

２ 甲は、当該支払請求書を受理した日から３０日以内に売買契約額を乙に支払わなけれ
ばならない。 

 
（売買契約額の遅延損害金） 
第９条 売買契約額の支払いが、甲の責めに帰すべき事由により前条の規定による契約金

額の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止
等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）（以下「支払遅延防止法」という。）第
８条の規定に基づいて、遅延日数に応じ、同条第１項の規定に基づき財務大臣が決定す
る率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 

 
（引渡しの遅延損害金） 
第１０条 乙は、乙の責めに帰すべき事由により引渡期限までに空調設備を引き渡すこと

ができないときは、遅滞なく理由を甲に申し出なければならない。 
２ 甲は、空調設備の引渡しが、乙の責めに帰すべき事由により、引渡期限の日より遅れ

た場合、工期経過後相当の期間内に完成する見込みがあると認めたときは、乙に損害金
を請求することができる。この場合において、損害金の額は、契約金額から出来形部分
に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第８条第１
項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額とする。 

 
（危険負担） 
第１１条 甲は、第７条の買取検査合格通知の日から、空調設備の引渡しが完了するまで

の間に、天災等で甲と乙のいずれの責めにも帰すことができないものにより、空調設備
が滅失又は毀損した場合には、乙に対して売買契約額の減免を請求することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は乙と協議し、前項の売買契約額の減免に代えて、乙に
対して、空調設備等の改善を請求することができる。なお、この費用は、乙が負担する
ものとする。 

 
（甲による契約の解除） 
第１２条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は乙に対して書面で通知するこ

とにより、本契約を解除することができる。 
（１）乙による本事業の放棄と認められる状況が３０日以上継続したとき。 
（２）乙が、破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算その他これらに類する法的

倒産手続（今後新たに創設されるこれらと同様の手続きを含む。）について、乙の取締
役会等でその申立てを決議したとき、又は第三者（乙の取締役等も含む）によってそ
の申立てがなされたとき。 
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（３）乙が本契約に違反し、甲が相当な期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消
されず、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。 

２ 乙が次のいずれかに該当するときは、甲は契約を解除することができる。 
（１）法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非

常勤を含む役員及び支配人、営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に関与して
いる者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事
等その他経営又は運営に実質的に関与している者、個人にあってはその者、支店又は
営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。以下同
じ。)に暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号。以下「暴対法」という。)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又
は暴力団員等（暴力団員（暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。）又は暴
力団関係者（暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景
として暴力的不法行為等を行う者をいう。）をいう。以下同じ。）がいると認められる
とき。 

（２）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が
経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められ
るとき。 

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若
しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与
するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（４）法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関
係を有していると認められるとき。 

（５）現に締結している契約に係る下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の
契約について、その相手方が前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りな
がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

（６）第 1 号から第 4 号までのいずれかに該当する法人等を下請契約又は資材若しくは原
材料の購入契約その他の契約(現に締結している契約に係るもの以外の契約を含む。)
の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約
の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

（７）前 2 号に掲げる場合のほか、法人等の役員等又は使用人が、第 1 号から第 4 号まで
のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている
と認められるとき。 

３ 前２項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、売買契約額の１０
分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

 
（談合その他不正行為による解除） 
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第１３条 甲が、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、この契約を解除する
ことができる。 

（１）乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以
下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業
者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙
に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合
を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該
納付命令が確定したとき。 

（２）納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(こ
れらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対し
て行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われて
いないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、現に締結している契
約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての
事業活動があったとされたとき。 

（３）納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規
定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分
野が示された場合において、現に締結している契約が、当該期間(これらの命令に係る
事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、
当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該
当するものであるとき。 

（４）乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に
規定する刑が確定したとき。 

（５）乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法第 198 条の規定に
よる刑が確定したとき。 

２ 前条第３項の規定は、前項による解除の場合に準用する。 
 
（賠償の予約） 
第１４条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除する

か否かを問わず、賠償金として、この契約による売買契約額の１０分の２に相当する額
を甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお、空調設備を引き渡した後も同
様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 

（１）前条第１項第１号又は第２号のうち、命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条
第９項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）
第６項で規定する不当廉売にあたる場合 
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（２）その他甲が特に認める場合 
２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合におい

て、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 
３ 甲は、乙が連合体であり、既に解散しているときは、当該連合体の構成員であった全

ての者に対して賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、当該共同
企業体の構成員であった者は、連帯して第１項の責任を負うものとする。 

 
（協議解除） 
第１５条 甲は、空調設備が設置されるまでの間は、第１２条又は第１３条の規定による

ほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 
２ 甲は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより、乙に損害を及ぼしたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 
 
（乙による契約解除） 
第１６条 乙が次の各号いずれかに該当するときは、乙は甲に対して書面で通知すること

により、本契約を解除することができる。 
（１）本事業の継続が困難となったとき。 
（２）破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算その他これらに類する法的倒産手

続（今後新たに創設されるこれらと同様の手続きを含む。）を開始したとき。 
２ 前項により、本契約が解除となった場合、甲及び乙は、次の各号に掲げられた処理に

従う。 
（１）甲は、空調設備の出来形部分について適正な価格で買い取るものとする。なお、当

該契約額の支払い時期及び支払方法については、甲及び乙の協議により決定する。 
（２）乙は、前号で支払われた金額については、空調設備に関わる負債等に優先して充当

するものとする。 
３ 第１項の規定により本契約が解除となった場合においては、乙は売買契約額の１０分

の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 
 
（損害賠償） 
第１７条 甲又は乙が、本契約に定める義務を履行せず、又は信義に反する行為をしたた

め、本契約の目的を達成できないとき又は不測の損害を受けたときは、甲又は乙は催告
をした後、この契約の全部又は一部を解除し、又はその損害の全部または一部を賠償さ
せることができる。ただし、損害額等について別段の定めがある場合は、その規定に従
うものとする。 

 
（瑕疵担保責任） 
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第１８条 甲は、空調設備に隠れた瑕疵があり、本契約の目的が達成できないことが発覚
した場合は、相当の期間を定めて、乙に対してその瑕疵の改善を請求し、又は改善に代
え、若しくは改善とともに損害の賠償を請求することができる。 

２ 前項の規定による瑕疵の改善若しくは損害賠償の請求は、空調設備の引渡日から起算
して１年以内に行わなければならない。ただし、故意若しくは重大な過失により生じた
隠れた瑕疵又は空調設備の主要な部分等の隠れた瑕疵については、甲は乙に対して、引
渡し後２年が経過するまで、その瑕疵の改善を請求し、又は改善に代え、若しくは改善
とともに損害の賠償を請求することができる。 

３ 甲は、空調設備が第１項の瑕疵により滅失し、又は毀損したときは、前項に規定する
期間内で、かつ、その瑕疵を知った日から６月以内に第１項の権利を行使しなければな
らない。 

４ 乙は、甲による買取検査のみをもって、本条に基づく責任を免れることはできない。 
 
（費用及び公租公課の負担） 
第１９条 本契約手続きのうち契約締結の費用は、甲及び乙が各自負担する。 
 
（収入印紙の負担） 
第２０条 本契約に必要な収入印紙は、乙が負担する。 
 
（著作権） 
第２１条 甲は、設計図書について、無償で利用する権利を有し、その利用の権利は、本

契約の終了後も存続する。 
２ 前項の設計及び空調設備が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号

に定める著作物に該当する場合には、著作権法第２章及び第３章に規定する著作者の権
利の帰属は、著作権法に定めるところによる。 

３ 乙は、甲が設計図書及び空調設備を次の各号に掲げるところにより利用することがで
きるようにしなければならず、本契約に別段の定めがある場合を除き、著作権法第１９
条第１項又第２０条第１項に定める権利を自ら行使し、又は著作者（甲を除く。以下本
条において同じ。）をして行使させてはならない。 

（１）設計図書又は空調設備の内容を公表すること。 
（２）空調設備の完成及び増設、改設並びに修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委

託する管理者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他修正をすること。 
（３）空調設備を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 
（４）空調設備を増設し、改設し、修繕により改変し、又は取り壊すこと。 
 
（管轄裁判所） 
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第２２条 本契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所
として処理する。 

 
（本契約に定めのない事項） 
第２３条 本契約に定めのない事項については、基本協定の定めに従うものとし、本契約

によっても明らかでない事項については、甲及び乙が協議して定めることとする。 
２ 本契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲

及び乙が協議して定めるものとする。  
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【別表１①】対象一覧（体育館） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【別表１②】対象一覧（武道場） 
 
 
 
 
＜学校数及び施設数＞ 

・小学校 ９校 体育館９施設 
・中学校 １校 体育館１施設、武道場１施設 

合計  １０校 １１施設 
 

No. 学校名 所在地 構造
対象面積
（㎡）

熱源方式

1 岩倉小学校 豊田市岩倉町五ツ畑２３番地 Ｓ 550 EHP

2 幸海小学校 豊田市幸海町下御堂下切１４番地１ RC 509 EHP

3 駒場小学校 豊田市駒場町新生５８番地 Ｓ 1,000 EHP

4 滝脇小学校 豊田市滝脇町切石洞１８番地１ Ｓ 545 EHP

5 堤小学校 豊田市堤本町流２８番地 Ｓ 1,120 EHP

6 豊松小学校 豊田市坂上町郷敷１番地１ Ｓ 540 EHP

7 矢並小学校 豊田市矢並町大坪９０１番地７ Ｓ 550 EHP

8 花山小学校 豊田市下山田代町万徳前１６番地４ RC 706 EHP

9 巴ケ丘小学校 豊田市大桑町別当５６番地 Ｗ 695 EHP

10 松平中学校 豊田市九久平町河原畑３７番地 Ｓ 1,095 EHP

No. 学校名 所在地 構造
対象面積
（㎡）

熱源方式

1 松平中学校 豊田市九久平町河原畑３７番地 S 326 EHP



 

１1 

 本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、各当事者が記名押印のうえ、甲及
び乙が原本各１通を保有する。 
 
 
令和６年〇〇月〇〇日 
 
 
（甲）愛知県豊田市西町３丁目６０番地 
    豊田市 
     代表者  豊田市長  太田 稔彦   印 
 
 
（乙）○○県○○市○○町○丁目○番地 
    ○○○○○○○○○○○ ※グループの場合はグループ名を記載 
     代表者  ○○○○  ○○ ○○   印 ※グループの場合は代表事業者

を記載 
 
 

構成員 
○○県○○市○○町○丁目○番地 

    商号又は名称 
    氏名                    印 
 
 

○○県○○市○○町○丁目○番地 
    商号又は名称 
    氏名                    印 
 
 


